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○
特
定
個
人
情
報
の
漏
え
い
そ
の
他
の
特
定
個
人
情
報
の
安
全
の
確
保
に
係
る
重
大
な
事
態
の
報
告
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
七
年
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
第
五
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
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係
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（
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定
個
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第
二
条

法
第
二
十
九
条
の
四
に
規
定
す
る
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た

第
二
条

法
第
二
十
八
条
の
四
に
規
定
す
る
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
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